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１ 陳情の審査 

（１） 陳情第９０号 乳幼児の目の検診のあり方等の改善要求に関する陳情 

 

 

 

資  料  幼児の目の検診の概要 
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幼児の目の検診の概要 

１．子どもの視力の発達について 

子どもの視力は、生まれてから、物を見ることによって徐々に発達し、６歳の頃までに視力は

１．０～１．２ぐらいに達し、立体的に物を見る機能もできあがるといわれている。 
 

２．乳幼児の視力に係る検査体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）乳幼児健康診査 

子どもの発達の節目となる各時期に乳幼児健康診査を合計７回実施しており、そのうち３か

月児、7 か月児、１歳６か月児、３歳児、４歳児、５歳児の健康診査において、保護者が記入す

る問診票により、目に関する心配がないか確認するとともに、医師による診察での確認すべき内

容として目に関する異常の有無が含まれている。 
（２）視聴覚検診 

満４歳児を対象として視聴覚異常の検診を実施している。 
（３）就学時健康診断 

学校保健安全法に基づき、入学前にあらかじめ心身の健康状態について把握するため、学校

医・学校歯科医による内科・歯科検診、教職員等による視力・聴力検査、就学相談等を実施して

いる。 
 

３．視聴覚検診について 

（１）対 象 

川崎市内に住所を有する幼児で、翌々年度に就学を予定している者（満４歳児） 

（２）実施方法 

検査機関への委託により実施（委託先：社会福祉法人青い鳥 小児療育相談センター） 

（３）検診の内容（目に関する内容を中心に） 

【一次検査】 

・検査機関から市内の保育所や幼稚園を通じて調査票を配布し、各家庭において検査を実施 

・各園にて調査票を取りまとめ、各児について園での検査結果や普段の状況を記載した上で

検査機関が回収 

・検査機関が調査票を審査し、二次検査対象者を抽出 

図１ 本市の乳幼児の目に関する確認の機会 
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※○印は問診項目に目の項目を含む乳幼児健診 

資料 



【二次検査】 

・検査機関から市内の保育所や幼稚園を通じて対象者に通知 

・検査機関が保健福祉センター等市内の会場にて視能訓練士による目に関する検査を実施 

・精密検査が必要と判断される対象者に眼科診療依頼状を発行し受診を勧奨 

【精密検査】 

・協力医療機関となっている市内の眼科専門医にて実施（費用は健康保険適用 対象者負担） 

・検査の結果について、検査機関へ報告 

 

 

（一次検査）          （二次検査）       （精密検査） 

    

  

 

  

   

 

 

（４）本市における視聴覚検診の特徴 

 ア 視聴覚に特化した検診を乳幼児健診と別に実施 
   ⇒合計８回の確認の機会 （乳幼児健康診査＋視聴覚検診＋就学児健康診断） 

イ 対象を４歳児として実施 

    

◎月齢ごと視力検査可能率比較
年齢 月齢 対象者数 可能率 年齢 月齢 対象者数 可能率

0か月 15人 73.3% 0か月 130人 100.0%
1か月 23人 78.3% 1か月 104人 100.0%
2か月 19人 84.2% 2か月 109人 99.1%
3か月 36人 91.7% 3か月 92人 100.0%
4か月 39人 84.6% 4か月 84人 100.0%
5か月 54人 96.3% 5か月 105人 99.0%
6か月 39人 94.9% 6か月 65人 98.5%
7か月 78人 96.2% 7か月 62人 98.4%
8か月 81人 98.8% 8か月 45人 100.0%
9か月 101人 98.0% 9か月 24人 100.0%
10か月 108人 97.2% 10か月 15人 100.0%
11か月 103人 98.1% 11か月 ― ―

3歳児全体 696人 94.8% 4歳児全体 835人 99.5%

※平成３年厚生省心身障害研究　神田孝子医師発表　同年｢母子保健事業の評価に関する研究｣弱視の治療開始年齢と

　滋賀県立小児保健医療センター眼科　　より抜粋

4歳3歳

 

３歳児は表現力や理解力等のコミュニケーション能力が未発達 
⇒検査を実施しても正確な判定が得にくく検査可能率が低いため、疾患を見過ごしてしま

うリスクが高い。 
⇒本市ではコミュニケーション能力が十分に高まる満４歳児を対象に実施 
 

①家庭と園で調査票を用いた検査 
②小児療育相談センターによる 
調査票の審査 

小児療育相談センター 

の検査員による検査 

医師による精密

検査・治療指導

○保護者による視力検査 
○保育者による視力検査 
○二次検査対象児の抽出 

○視能訓練士による視力・

斜視・眼球運動検査 

○地域の眼科医師による 
精密検査・治療指導 

図２ 視聴覚検診の流れ 

表１ 

①家庭で調査票を用いた検査 
②小児療育相談センターによる 
調査票の審査 

○保護者による視力検査 
○二次検査対象児の抽出 

未就園児の場合 

保育園・幼稚園
児の場合 



ウ 保護者と園保育者によるダブルチェックを実施 
⇒各家庭で保護者が実施する検査に加え、子どもの様子を普段から良く観察している園の

保育者の視点を加えることで、複眼的に対象児を判断し、目の異常の発見精度を高めて

いる。 
 
（５）平成２４年度予算及び委託単価（税抜） 

   ・事業費（検査委託費）     １５，０６８千円 

・委託単価  一次検査       ９５０円 

二次検査（視力） １，５００円 

 

（６）平成２３年度検査実施結果 （単位：人） 

     
 

 

【参考】幼児の目の異常について 

屈折異常 遠視（遠くのものも近くのものもはっきり見えない）・近視（近くのものは

見えるが、遠くのものはよく見えない）・乱視（ピントがうまく合わず、も

のがゆがんで見える） 

弱  視 視力の発達が途中で止まってしまうことで、治療をしなければ視力がよく

ならない状態のこと。 

斜  視 両眼の視線の揃わない眼位ズレのこと。斜視があると、片方の目だけを使

ったり、一眼ずつ交替で使ったりするため、視力が伸びないだけでなく、

両眼で見る力が障害されることになる。 

調節緊張 いわゆる仮性近視のこと。近業を長く続けることで、水晶体の厚さを調節

している毛様体が異常に緊張して、一時的な近視の状態になっていること。 

11,405     1,202     435   354   66 38 20  8 

 1 次検査実施数に 
対する割合(%) 10.5% 3.8% 3.1% 0.57% 0.33% 0.17% 0.07%

1 次検査 
実施数 

２次検査
実施数 

精密検診
受診数

弱視
屈折異常

あり

精 密 検 査 診 断 結 果 内 訳 (延数)

調節緊張 その他異常
斜視及び
眼球運動



４．幼児の目の異常に関する普及啓発等の取組について 

 

（１） 母子健康手帳への記載                    

  妊婦に交付する母子健康手帳「３歳児」の欄に、目に関する疾患の早期発見・早期治療の

重要性に関する内容を掲載 

   

（２） ３歳児健診での配布リーフレットへの記載          

  ３歳児乳幼児健康診査の実施時に全員配布しているリーフレットに、目に関する疾患の早

期発見・早期治療の重要性に関する内容を掲載 

   

（３） 市政だよりでの視聴覚検診の受診勧奨           

  主に自宅保育等の未就園児や園で検査を受けていない児に対して広報（各区版）で告知 

 

（４） 視聴覚検診案内時の啓発リーフレット （平成２２年度から）      

各園を通じて視聴覚検診の案内をする際に、調査票とあわせて早期発見・早期治療の重要

性に関する啓発リーフレットを全員へ配布 
 

（５） 視聴覚の異常に関する早期発見についての啓発リーフレット （平成２３年度から）    

３歳児健康診査・４歳児健康診査の案内通知を送付する際に、目や耳の異常に関する早期

発見・早期治療の重要性と視聴覚検診の啓発のために同時に配布 
 

（６） 幼児に関わる専門職向け研修の実施 （平成２３年度） 

幼稚園教諭・保育士・保健福祉センター職員等、幼児に関わる専門職向けに、幼児の目の

発達と異常の早期発見・早期治療の重要性についての研修を実施 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）母子健康手帳 

 

（２）３歳児健診での配布用リーフレット

参考資料 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）視聴覚検診案内時の啓発リーフレット（平成 22 年度から）

 

（３）市政だよりでの視聴覚検診の受診勧奨    



 
 
 

（５）視聴覚の異常に関する早期発見の啓発リーフレット （平成２３年度から） 


